
要支援１・２の認定を受けている皆様へ

地域包活支援センターとの契約書が変わります

○介護保険法が改正され、今まで全国一律、同じ仕組みで提供していた介護予防サービ

□訪問看護

□通所リハビリテーション
　（デイケア）

□訪問リハビリテーション

□福祉用具貸与

□短期入所生活介護・療養介護
　（ショートステイ）

□その他　予防給付

□訪問型サービス（ホームヘルプ）

□通所型サービス（デイサービス）

□一般介護予防事業
　（からだ元気塾など）

□その他

   のうち、ヘルパーとデイサービスを総合事業のサービスとして提供することとなりま

○介護保険の認定更新時から新制度に変わります。

○新しい制度に変わっても、引き続き、必要なサービスを利用することができます。

○下記のＢのみを使う場合は、新しい契約書に変わります。

    訪問介護（ヘルパー）と通所介護（デイサービス）が総合事業のサービスになります。

A B上記のサービスは
予防給付の介護保険サービス

上記のサービスは
総合事業のサービス

▼あなたが利用しているサービスを確認しましょう▼

Aのサービスのみを

利用する場合サー
AAとBのサービス

両方を利用する場合

Bのサービスのみを

利用する場合

介護予防ケアマネジメント

新しい契約契約の継続

介護予防支援


